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情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事業部会 

市場検証委員会 

利用者視点を踏まえたモバイル市場の検証に関する専門委員会 

（第 1 回） 

議事録 

 

１ 日時：令和７年 12 月 12 日（金）16:04～17:34 

２ 場所：ＷＥＢ会議による開催 

３ 出席者：  

  ・構成員 

大橋主任、西村（真）委員、北専門委員、西村（暢）専門委員、 

三澤専門委員、宮川専門委員、宮田専門委員、横田専門委員 

  ・オブザーバー 

   栁原公正取引委員会事務総局経済取引局調整課課長補佐 

・総務省 

湯本総合通信基盤局長、吉田電気通信事業部長、井上事業政策課長、 

飯嶋料金サービス課長、内藤消費者契約適正化推進室長、 

笹川料金サービス課課長補佐 

４ 議事 

 

【笹川料金サービス課課長補佐】 事務局でございます。 

 本日はオンライン会議での開催に御協力いただき、誠にありがとうございます。 

 会議開始に先立ちまして、事務局から御案内をさせていただきます。 

 本日はオンライン会議による開催となりますことから、皆様が発言者を把握できるよ

うにするため、御発言いただく際には、冒頭にお名前をお伝えいただきますようお願い

いたします。 

 また、ハウリングなどの防止のため、発言時以外はマイクをミュートにしていただき

ますよう、併せてお願いいたします。 

 なお、音声がつながらなくなった場合には、チャット機能や事前に御案内している事

務局の電話番号などを必要に応じて御活用いただきますようお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

 委員会の議事進行につきましては、大橋主任より、よろしくお願いいたします。 

【大橋主任】 皆さん、こんにちは。大変お忙しいところ、御参集いただき、ありがとう

ございます。 
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 ただいま御紹介いただきました主任を務めることになりました大橋と申します。御指

名ですので、この会合の闊達な意見交換に何かしらでも資すればと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日、第１回目の会合となりますが、利用者視点を踏まえたモバイル市場

の検証に関する専門委員会ということで開催させていただきたいと思います。 

 本日は、委員８名全員の御出席ということとなります。 

 議事に入ります前に、本日の配付資料について、事務局から御確認をお願いいたしま

す。 

【笹川料金サービス課課長補佐】 事務局でございます。 

 本日の配付資料は、資料１－１から１－５の５点となってございます。 

【大橋主任】 御確認いただければと思います。 

【大橋主任】 それでは、議事のほうに入らせていただきたいと思います。 

 本日の議事は、おおむね４つということでございまして、最初の議事（１）は、本専

門委員会の設置に関することについてということでございます。 

 資料１－１でございますけれども、本年１２月２日に開催されました情報通信行政・

郵政行政審議会電気通信事業部会市場検証委員会という場において、利用者視点を踏ま

えたモバイル市場の検証に関する専門委員会の設置ということが決定されまして、資料

１－２のとおり、本専門委員会の委員が決定ということで、本日、８名、御出席いただ

いているということでございます。 

 また、資料１－１に戻っていただきますと、専門委員会設置規定の第２項第４号に基

づいて、本専門委員会の主任代理を決定させていただきたく、主任代理については中央

大学の西村先生にお願いできればと思っているんですけれども、こちらのほう、よろし

ゅうございますでしょうか。 

 西村先生もお引受けいただけるということで宜しいでしょうか。 

【西村（暢）専門委員】 西村でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【大橋主任】 ありがとうございます。 

 それでは、御異論ないようでしたら、こちらのほうで進めさせていただければと思い

ます。 

 議事の公開の取扱いについてですけれども、情報通信行政・郵政行政審議会議事規則

に基づいて、原則公開ということと考えておりますが、公開することによって、当事者
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あるいは第三者の権利、利益、公共の利益を害するおそれがあるという場合において、

あるいは、その他この委員会の主任が非公開とすることを必要と認めた場合については、

検討の上、適切に対処するということで進めさせていただきたいと思います。 

【大橋主任】 もし、以上、御異論ないようでしたら、続きまして議題（２）、電気通信

事業法第２７条の３とモバイル市場の動向及び専門委員会の進め方について、事務局よ

り御説明いただければと思います。 

【笹川料金サービス課課長補佐】 事務局でございます。 

 まず、資料１－３、電気通信事業法第２７条の３とモバイル市場の動向について御説

明をいたします。 

 １ページ目を御覧ください。モバイル市場の競争促進や適正化のルールとして、２０

１９年に導入された電気通信事業法第２７条の３について、その概要とルールの導入の

背景について説明をしたスライドでございます。 

 左半分が背景ですけれども、当時は以下の点を問題視しておりました。１つ目が「同

一サービス同一料金」ではないため、利用者が料金プランを正確に理解できず、通信サ

ービスを比較しにくかったという点です。通信キャリアで端末を買いますと、端末割引

分が通信料金から割り引かれるという商習慣がありまして、人気端末は割引額が大きく、

また、端末を買わない人は恩恵を受けられないということで、同じ内容の携帯電話サー

ビスのプランでも人によって負担額が異なるということで、料金プランを正確に理解で

きず、通信サービスを比較できないということから、利用者の合理的なサービス選択を

妨げているのではないかという指摘がありました。 

 そして、２つ目が人気端末の購入や乗換えに対する過度な利益提供を通じて、利用者

を誘引していたという点です。これは弊害といたしまして、通信料金の収入を原資とし

て過度に割引等する競争慣行が続くと、通信料金が高止まりしたままとなるということ、

そして資金調達力がなく同様の販売手法を取ることができない新規参入者やＭＶＮＯが

不利であるといったことが指摘されておりました。 

 ３点目として、通信契約により、獲得した利用者を過度に囲い込むということで、こ

ちらは利用者に乗換えを躊躇させることで、事業者間の競争が縮減するという点が指摘

されておりました。 

 それぞれ弊害の欄の赤字部分は、後ほど資料１－４で示す、この規制の目的の話にも

つながってくるところです。 
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 これを受けて、右側、緑色の枠の中ですけれども、２０１９年に規制を導入したとこ

ろでして、規律対象となるサービス、事業者、そして行為を記載しております。当初問

題になっていたのは、左のとおり、ＭＮＯ３社による通信サービスとスマホのセット販

売における行為というところですが、電気通信規律対象のサービスや事業者は比較的広

く規律をしております。 

 まず、１の規律対象のサービスというのは、携帯電話サービスと全国ＢＷＡサービス

が対象となっておりまして、スマートフォン向けサービスだけではなくて、フィーチャ

ーフォンやモバイルルータ、タブレット等に対するサービスも対象になっております。 

 そして、２の対象事業者については、現在、ＭＮＯ４社に加えて、規律対象のサービ

スを提供する特定関係法人も対象となっておりまして、規律対象事業者の販売代理店も

規律の対象となります。 

 そして、３番の規律対象の行為については、大きく２つ、利益提供と契約の解除を不

当に妨げる行為に分類をされます。 

 まず、１番目の利益提供規制については、端末購入等や乗換えを含む新規契約を条件

とした利益提供には厳格な規律がかかりまして、通信料金割引の原則禁止、継続利用を

条件とする利益提供の一律禁止、そして、継続利用を条件としない場合には、一定の範

囲で利益提供ができます。なお、端末購入や新規契約を条件としない利益提供であって

も、囲い込み規制の観点から、一定の継続を求める場合には一定の上限があります。 

 そして、（２）の契約の解除を不当に妨げる行為につきましては、規律対象サービス

の解約時の違約金というのが上限１,０００円になっているなど、複数の規律がありま

す。 

 ２ページ目を御覧いただきまして、こちらの図は、今、説明をした２７条の３のルー

ルが誰のどんな行為を規律しているのかを図解したものです。 

 緑色の枠で２７条の３の規制対象行為を示しておりますけれども、日本の端末販売は、

青色の通信事業者経由、あるいは主にＭＮＯの販売代理店経由で、回線契約と一体的に

販売されることが多く、セット販売自体は問題ではないものの、先ほど紹介した弊害が

生じているということで、対象事業者による利益提供や囲い込み行為を一定程度、規制

しているというのがこのルールの位置づけでございます。 

 ３ページ目はＭＮＯとＭＶＮＯの関係を示した図でございまして、４ページ目は規律

対象事業者の一覧でして、いずれも参考資料です。 
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 ５ページ目を御覧いただきまして、事業者間の乗換え円滑化のための関連する取組と

いうことで、２７条の３の行き過ぎた囲い込み規制以外にも、スィッチングコストを下

げて乗換えを円滑化するための取組をしておりまして、その御紹介です。 

 主に３つありまして、１つ目がＭＮＰの手数料原則無料化やワンストップ化、２つ目

がＳＩＭロックの原則禁止、そして３つ目がキャリアメールの持ち運びです。 

 ６ページ目を御覧ください。こちらは２７条の３のルールが導入される前からのモバ

イル市場の動向について、左に主な政策の動向、そして右に主な市場・事業者の動向を

年表形式でまとめております。 

 主な政策動向につきましては、２００４年に携帯電話料金等の小売料金の事前規制が

撤廃されていることを前提といたしまして、寡占市場になりがちなモバイル市場の競争

環境の整備をするための取組をしてきたところです。具体的には、通信料金と端末代金

の分離、スイッチングコストの低下、また、２０１９年からは、販売代理店の届出制度

の導入を契機に、販売代理店も規律対象としてきたところでございます。 

 そして、右の市場・事業者の動向につきましては、スマートフォンの普及とともに、

毎月の端末割引分を通信料金から値引くという商習慣や、自動更新の２年契約型プラン

が普及したことや携帯電話料金の水準を含む各種動向を示しております。 

 ７ページ目を御覧ください。こちらは参考ですが、２７条の３の規制導入後、競争ル

ールの検証に関するＷＧという会議を立ち上げまして、また、その下に設置されたタス

クフォースでの議論を含め、取りまとめた内容を一覧としてまとめております。競争Ｗ

Ｇは、規律に応じた事業者の対応状況やルールの遵守状況、それから市場への影響をフ

ォローアップしまして、また、新たな課題についても対応策を検討してきたところでご

ざいます。 

 ８ページ目と９ページ目を御覧ください。これは２７条の３の端末販売時の利益提供

額の上限ルールについての補足資料といった位置づけです。利益提供の主な類型や利益

提供の上限額の算出根拠、そして特例を含む上限の図を参考として提示しております。 

 １１ページ目以降からが直近の通信市場・端末市場の動向で、簡単に御紹介をさせて

いただきます。 

 まず、１１ページは、携帯電話サービス等の２７条の３、規律対象サービスの事業者

別のシェアですけれども、２０２４年度末時点でもＭＮＯ３社の合計のシェアが９０％

を超えております。 
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 １２ページが携帯電話料金の水準に関するデータでございます。左の消費者物価指数

は、２０２０年を基準値１００としまして、２０２１年と２０２２年で大きく下がって

おりまして、２０２３年以降は総合物価指数とほぼ同じ上がり幅でやや上昇していると

ころです。右は、現在契約しているプランの料金は安いと感じるかを利用者６,０００

人にアンケートしたものですけれども、ルール導入前と比べて安いと思うという回答が

少し増えて、高いと思うという回答が減っております。 

 １３ページと１４ページは、携帯電話料金の国際比較の推移です。日本を含む主要６

か国の携帯電話料金について、赤線が日本の推移で、４Ｇのサービスは２０２０年度以

降、低廉化が進んでおります。グラフで今、お示ししているのは、シェア１位の事業者

間の比較ですけれども、ＭＮＯ全体やＭＶＮＯシェア１位の諸外国比較でも、日本の携

帯電話料金は諸外国と比較しておおむね中ぐらいとなっております。 

 次のページ、５Ｇサービスですが、こちらも同様の水準になっております。 

 １５ページを御覧いただきまして、こちらは規律対象事業者のＡＲＰＵの推移を示し

ております。ＭＮＯ３社を含め、従来よりも低廉なプランが出てきた時期に赤いフラグ

を立てております。 

 １６ページが現在契約しているプランに対する納得感と理解度について利用者にアン

ケートを取っております。ルール導入前と比べますと、自分が契約している料金プラン

を「納得している」、「理解できていると思う」と回答する者の割合が増加をしており

ます。 

 １７ページを御覧いただきますと、規律対象サービスの新規契約者、そのうちのＭＮ

Ｐ数の推移でして、こちら、ＭＮＰの件数と割合がともに増加をしております。 

 一方で、１８ページは、現在契約している携帯電話事業者との契約期間を利用者にア

ンケートで尋ねた結果です。これはルール導入前の２０１９年から定点的に見ていると

ころ、ルール導入前の２０１９年９月に比べて半年以内の解約者を含め、全体として契

約期間に大きな変化がないという点が分かります。 

 １９ページは、規律対象事業者が販売するスマートフォンの販売台数が減少していて、

一方で棒線のスマートフォンの売上単価が増加しているということを示すグラフです。

なお、スマートフォンの販売台数のうち、ＭＮＯ４社が販売する台数が約９８％を占め

ております。 

 ２０ページと２１ページ、こちらはＭＮＯ４社が販売するスマートフォンの価格帯を
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示したグラフでございまして、高価格とラベリングした１０万円以上のスマートフォン

の割合が直近で半分近くを占めます。 

 ２２ページは、端末購入プログラム加入者に対する端末販売台数の割合を示した、Ｍ

ＮＯ３社の合計のグラフですけれども、２０２２年度の第３四半期から増加傾向でして、

端末購入プログラムによる端末販売が主流な売り方になってきているということが分か

ります。 

 ２３ページは、端末購入プログラムを通じた端末買取の仕組みを解説した参考資料で

す。 

 ２４ページは、端末購入の選択肢の多様化に関するデータです。左は、現在使ってい

る端末の購入場所をアンケートで聞いておりまして、ＭＮＯやＭＶＮＯのキャリアショ

ップ、あるいは家電量販店で購入する割合というのが減って、ＭＮＯやＭＶＮＯのオン

ラインショップ、それからメーカー直販や中古端末のショップで購入する割合が増えて

おります。右のグラフは、中古端末の販売台数が伸びているということを示しておりま

す。 

 ２５ページは、新規契約時に端末を購入する者の割合で、特にウェブで減少傾向であ

るということを示したグラフです。 

 ２６ページは、ＭＮＯ４社が販売する規律対象サービス向け端末のうち、主要なもの

の内訳を示したものです。２０２４年度でスマートフォンが９割を占めておりまして、

そしてフィーチャーフォンやタブレット、モバイルルータの割合が年々減少していると

いうことが分かります。 

 そして、２７ページはルールの範囲内で許容される利益提供の傾向について、端末購

入を条件とする場合、新規契約を条件とする場合、また、規律対象事業者と販売代理店

でそれぞれグラフ化したものです。 

 ２８ページは、規律対象事業者が販売代理店に支払っている金額の推移でございます。 

資料１－３については以上でございます。 

【笹川料金サービス課課長補佐】 続きまして資料１－４について御説明をいたします。 

 １ページを御覧ください。この専門委員会は、２つのトピックで進めていきたいと考

えております。 

 １つ目が指標に基づく規制のあり方の検討でございます。１行目、２７条の３の規制

について、目的に見合った必要最小限のものに見直していくべきではないかと記載をし
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ております。その下に競争ＷＧの報告書の該当記載を抜粋しておりますけれども、これ

は２７条の３の規制は何のためにあるのか、導入時の目的に立ち返って検討するという

コンセプトでございます。このルールの導入後、主に競争ＷＧにおきまして、市場に起

きている課題にその都度対処するために、この２７条の３の規制を見直してきたところ

でございますけれども、規制の目的を離れて規制をツールとして使うということは、規

制一般の在り方としても望ましいものではないので、この専門委員会のトピックにおき

ましては、今までよりもより目線を高くして、２７条の３が目的に見合った必要最小限

のものになっているのかという点を議論いただきたいと考えております。もちろん、規

制を最小化するという結論ありきではありませんけれども、規制の最小化というものを

目指して、エビデンスベーストな形で規制の在り方を検討いただきたいと考えておりま

して、その進め方を以下、２ステップで示しております。 

 まず、１つ目ですけれども、この目的に照らして市場環境や規制の効果を検証するた

めの指標を設定するというところです。枠組みの中に目的が書いてありますけれども、

これまでも各種のデータを見てきたところでして、その一覧を７ページのところでトピ

ックごとにどんなデータを取っているかを示しております。また、資料１－３で市場動

向を御紹介したように、携帯電話料金の水準は下がったとか、アンケートによると契約

しているプランの納得度、理解度は上がったとか、メーカー直販や中古ショップで端末

を買う人が増えて購入経路が多様化しているという、個々のファクトを把握しても、こ

のデータを使って市場を評価するというところまで必ずしも至ってなかったところです。

そこで、単にデータを見るというのではなくて、これらを指標という形で発展させるこ

とができるかという点を検討いただくのが第１ステップでございます。 

 そして、第２ステップとしては、その指標を使って市場環境や規制の効果を検証して、

４つの目的に照らして規制の最小化を図ることが可能かという点を検討するものです。

その中で、２７条の３の規制のうち、これは最小化できる、この部分は当面維持すべき

という仕分けをすることになると思いますけれども、当面維持すべきと判断した部分に

つきましても、本当にこの先ずっと必要なのか、２７条の３の規制の代わりになり得る

ような対応策というのは考えられないのかという点を検討いただくのが第２ステップで

ございます。 

 なお、オレンジ色で４つの目的を記載しておりますけれども、そもそもこの４つの目

的の意味するところや、今もなお目指すべき目的であるのかという点も議論の対象にな
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るかと考えております。 

 ２ページ目を御覧ください。これは２７条の３の規制と達成すべき目的と、規制導入

前に顕在化していた課題の関係をマッピングしたものでございます。この顕在化してい

た課題というのは、資料１－３の２ページ目で記載している内容と同じでございます。 

 赤字の目的ごとに見ていきますと、まず、全体にかかっている事業者間の適正な競争

環境の実現は、利益提供額が制限されていることや、囲い込み規制でＭＮＯ３社以外に

も乗換えしやすい環境になったことから、事業者間の適正な競争環境の実現がある程度

達成できていると言えるかどうか。そして、利用者の合理的なサービスの選択について

は、端末購入の有無や種類によって、今や通信料金が変わるといったことはなくなって、

料金プランを比較しやすい環境になっただろうか、また、囲い込み規制によって、乗換

えを含め、これまでよりも自由にプランを選択できるようになりましたけれども、これ

らは利用者の合理的なサービス選択につながったと言えるのか。そして、利用者間の不

公平については、通信料金割引を含む利益提供額が制限されていますので、端末を頻繁

に購入する者のみが通信料金割引を受けることはなくなり、端末割引額も一定程度、抑

えられたりしていますけれども、それが利用者間の不公平の解消につながっていると言

えるのだろうか。また、通信料金の高止まりについては、利益提供額が制限されて、通

信料金の原資として過剰な額を割引等につぎ込むことはできなくなりましたし、ＭＮＯ

３社のオンラインプランを含め低廉な料金プランが出てきたことで、通信料金が高止ま

りする要因の一部は間接的に解消されていると言えるかもしれませんけれども、一方で

この規制は料金水準を直接規律するものではないので、果たして実際に通信料金の高止

まりの解消につながったと言えるのだろうか。このような観点で議論いただきたいと考

えております。 

 ３ページ目、２つ目のトピックといたしまして、顕在化している課題への対応策の検

討です。こちらは主に関係者にヒアリングをしまして、対応の必要性や論点を整理する

方向で考えております。基本的には関係者から自由に問題提起とか意見を述べていただ

きますけれども、短期解約の問題につきましては、過去、競争ＷＧでも議論されたこと

がありまして、論点を特出ししております。 

 短期解約の問題としましては、これまで乗換えしやすい環境を整備してきたところで

すが、その環境を悪用して特典目当てのホッピングや他社を踏み台にする行為が発生し

ておりまして、これを問題視する声が上がっているところです。 
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 ヒアリングに当たっては、以下の２点を明確にする必要があると考えております。１

つ目は、短期解約の課題は何かという点を明確にすることです。利益提供しても、通信

契約が一定程度継続されなければ元が取れず、収支がマイナスになることが課題なのか、

それともホッピングをして利益を受け取る者のみが得をすることが問題なのか、それと

も短期解約が増加することで販売代理店の運営に影響が出ることが課題なのか。課題が

違えば、その対応策も異なってきますので、関係者におかれましては、まずは課題を明

確にしていただきたいと考えております。 

 また、資料１－３の１８ページでもお示ししましたけれども、利用者６,０００人に

アンケートをした結果によりますと、２０１９年６月以降、半年以内とか１年以内の解

約者の数に大きな変化が見られないようでした。もちろん、アンケートなので、実態把

握には限界はあると思いますが、果たして短期解約が事業運営に大きな影響が出るほど

の規模なのかというのは、ヒアリングで確認をする必要があると考えております。 

 そして、当事者が自主的な対策を講じることはできないのかという点につきましては、

３つ留意点があります。１つ目が、踏み台やホッピングの発生は、ＭＮＰに対して利益

提供を行っているということが原因なので、まずはそれを行っているＭＮＯ各社におい

て必要な対策を講じる自助努力ができないか。例えば、顧客ＩＤ管理を通じて一定期間

内に再度転入した契約者には利益提供しない等の措置を講じることが考えられるのでは

ないか、という点です。次に、販売代理店への影響が過大なのであれば、ＭＮＯによる

販売代理店への対応の見直しや販売代理店自身による対策等も検討すべきではないか、

という点です。そして、最後に自主的な対策を講じてもなお、規制による対応が必要で

ある場合には、どのような措置が必要か。その際にも、規制は目的に見合った必要最小

限のものとすることが基本ではないかと考えておりまして、関係者におかれましては、

これらの点も明確にしていただきたいところでございます。 

 ４ページ目、これらを踏まえまして、通信市場、端末市場の関係者にヒアリングを実

施しますけれども、そのヒアリング事項を提示しています。先ほど御説明した２つの柱

に沿って、このようなヒアリング事項としているところです。 

 ５ページ目が今後のスケジュールの全体像を示しているところでして、１月以降、関

係者ヒアリングを実施することとしまして、初回は１月１４日に開催いたします。 

 ６ページ目以降は、参考資料ですので説明を省略させていただきます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 
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【大橋主任】 ありがとうございました。 

 ただいま事務局からモバイル市場の動向と、この専門委員会において事務局が考えて

いる論点ということで示していただいたところです。 

 こちらについて、ぜひ皆様方から御質問、コメント等をいただきたいんですが、その

前に、本日、三澤委員より御発表も御用意していただいているところですので、そちら

も併せて全体を通じての討議とさせていただきたいと思います。 

【大橋主任】 こちらのほう、議題（３）として、韓国の端末流通法廃止後のモバイル市

場動向ということで、三澤委員から御発表いただけるということで、本日、お忙しいと

ころ、資料の御用意も含めて、大変ありがとうございます。差し支えなければ、三澤委

員から自己紹介も兼ねて御説明いただければと思います。よろしくお願いします。 

【三澤専門委員】 財団法人マルチメディア振興センターの三澤と申します。 

 軽く自己紹介させていただきますと、私は日本の情報通信分野の参考に資するため、

主に海外市場の政策と市場動向を調査研究する部門に属しております。そして、私が長

らく韓国を担当してきましたので、今回発表させていただく機会をいただきました。こ

れをきっかけに、いろいろと議論が進めばと考えております。 

 では、発表に移ります。 

 １ページ目に行きまして、どうして韓国かというお話から入りますね。まず、初めて

の方もいらっしゃるので、何で欧米じゃないのかと言いたい方もいらっしゃるかと思い

ます。実は、モバイル市場って、世界で日本と韓国が一番似ているんですよ。例えばヨ

ーロッパとか米国を見ても、違い過ぎてよく分からないということが結構多く、なかな

か日本人の私としてはぴんときません。韓国を見ていると、かなり市場構造も、それか

らビジネスも成り立ちも似ているので、お互い結構似たところで悩んだり、また、韓国

のほうが通信、進んでいるところもあったりするので、いろいろと参考にできるところ

があります。 

 そして、モバイルビジネス環境がどうして似てきたかというと、実は２Ｇ時代に遡り

ます。２Ｇの規格、幾つか分立していたと御記憶されていると思いますが、結局は欧州

方式のＧＳＭをほとんどの国が採用しているんですね。採用しなかった国というのが、

実は日本と韓国の２か国だけなんです。アメリカも実はＣＤＭＡが主流なんですけれど、

一部はＧＳＭを入れているんですけれど、左下の図を見ていただきますと、日本と韓国

だけはきれいにＧＳＭを採用していない。そうすると何が似てくるかというと、日本、
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韓国で取り入れたこれらの方式は、ＳＩＭと端末が分離できないので、通信プランと端

末を一体化して売るしかないという形になったんですね。そのために、構成員の方のみ

御覧になれる形なんですけれど、右側の資料を御覧いただきますと、携帯ショップで通

信と端末を一体化して販売するビジネスモデルがほぼほぼ１００％の形で２Ｇ時代に日

本と韓国で成立したということになります。そのほかの国々はＧＳＭが入っていて、Ｓ

ＩＭを売っているところと端末を売っているところが完全に販売場所が分離している国

もあります。ということで、日本と韓国のモバイルビジネスの成り立ちが似たのは、こ

このＧＳＭ時代から始まりました。 

 次をお願いいたします。 

 そして、その直後から端末の販売の在り方について、韓国では２１世紀の間、端末割

引の在り方の規制を導入したり、解除したりを繰り返してきたんですね。まず、これを

ぱーっと申し上げますと、補助金を禁止してみたけど、結局、これは禁止しても、不法

補助金と言われる補助金がなくならなかったので規制を撤廃してみた。今度は、補助金

上限規制を入れてみた、そして今日お話しする端末流通法という新しい規制も入れてみ

た。その中で、最初のうちに上限規制はやめてみたんですね。結局、端末流通法を入れ

てみても、これは市場を自由化したほうがいいんじゃないかという結論になって、この

２５年間、試行錯誤を重ねてきたんです。結果として、補助金規制をしても、罰金を取

っても、不法補助金はなくならなかった。そして、補助金規制は端末価格の高止まりに

つながったということで、今、規制を完全にやめてみた状況なんです。 

 次、お願いします。 

 そして、これと別途で韓国では歴代政権が通信料金を引き下げますということを公約

にして、通信料金引下げ政策を代々、左下の図に簡単に書きましたけれど、打ってきて、

これ以上、キャリアとしては下げられる部分が出尽くして、もうなくなったという状況

なんですね。ところが、現在の政権でも、電気やガス、それから電車、バスのように、

通信料金の負担が家庭に増えないようにしますということを約束しているので、何らか

の形でこれから入れてきます。今、ちらっと出ているのは、決められた定額データプラ

ンを使い切った後の基本的な帯域制御で提供する部分をもうちょっと拡大して提供する

ことが検討されているようです。 

 こうやって右側のグラフを見ていただきますと、通信料金は確かに下がってきたんで

すね。赤いところです。ところが、端末料金はどうやら上がってきているということが
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見て分かるかと思います。 

 次、お願いいたします。 

 そして、端末流通法とはどういう制度だったかというのをまず簡単に御説明します。 

 右下の部分を御覧ください。この法律では、端末補助金をみんなに公平に分かりやす

くするために透明化を図ろうという形の法律だったんですね。ポイントをまとめますと、

罰則対象はキャリア、メーカー、ショップ、そして２つ目、まず、キャリアが補助金の

水準を端末機種ごとに決めて、それをキャリアのホームページで１週間、一旦出したも

のは変えちゃいけないんですね。そして、一旦出した割引額は１週間ばっちり変えては

いけなくて、これを超えて端末割引すると違法ということになります。ショップはキャ

リアが決めた端末割引額に、それのきれいに１５％まで、キャリアのショップ、それか

ら併売店で上乗せすることができます。これを超えて出したら違法ということになりま

す。それから、オプションプランの強制加入禁止、そして４つ目も大切な要素なんです

けれども、端末割引補助金を受けないで通信プランだけ入りたいっていうお客様がいま

すね。そういう方々には、補助金割引のインセンティブの代わりに通信料金を２５％ま

で割引するという形でした。この制度をちょうど１０年間やってきたんですけれど、結

果として端末価格は左側のグラフのように、実感として上がったなということが言われ

ています。 

 次、お願いします。 

 この法律廃止で、今、端末割引は完全自由競争になりました。ところが、法律をやめ

る前から端末価格は下がりづらいんじゃないかと言われてきました。上のポチ２つ目な

んですけれど、ＡＩ搭載で端末機能が高度化している。それから、キャリアはもう端末

割引競争から卒業しているんじゃないか。今、一番お金をかけたいのはＡＩ投資で、日

本以上に早くからキャリアがＡＩへの投資に集中しております。そして、これは後でハ

プニング的に起きたものなんですけれど、今年、キャリアの大型ハッキング被害で個人

情報の大型流出事故が相次いだので、それでいろいろとキャリアの資金繰りが悪化して

いるという形です。 

 端末流通法を廃止して、実は法律の中で残した制度もありまして、残した制度は法律

の廃止後、電気通信事業法に移管しております。 

 次、お願いいたします。 

 これが後で詳しく御覧になりたい方の御参考用なんですけれど、端末流通法を廃止し



－14－ 

て、廃止したこと、それから残したこと、電気通信事業法にどのような形で移管したか

というのをまとめております。 

 次、お願いします。 

 この法律をやめるに当たっての業界、それから政府、消費者団体の立場が微妙に違う

んですね。法律をやめることは、みんなもうなくてもいいでしょうということで一致は

していたんですけれど、法廃止後の利害関係者の立場は結構様々だったというので、後

で御参考いただけましたら幸いです。 

 次、お願いします。 

 こちらも御参考までなんですけれども、日本ですと、移動通信サービス、それから端

末というと、消費者相談が多い。だけど、日本ではここのところ、６位なんですけど、

この国を見ていただきますと、日本以上に消費者相談窓口が多いんですけれど、携帯電

話、移動通信サービスは何と歴代１位、そしてやっぱり端末もかなり高い。いろいろと

悩みが多いそうですね。 

 次、お願いします。 

 次もほかの消費者センターに当たるものの窓口なんですけれど、悩みが深そうです。 

 次、お願いいたします。 

 そして、消費者立場から見た一番分かりやすい法律廃止による制度変更点、３つにま

とめられます。まず、キャリア支援金というキャリアが出す分の補助金、割引の額は、

実はもうキャリアはホームページで発表しなくてもいいんですけれど、消費者混乱を防

ぐために、当面、まだ法律廃止前と同じようにキャリアがどれぐらい割引を出していま

すよという基準として載せています。実はもうキャリアも幾らでも出してよくはなって

いるんですね。それから、２つ目、ショップでも以前のキャリアの補助金の１５％まで

という枠がなくなったので、幾らでも出していいので割引額が増えるはずという仕組み

になっております。それから、３つ目、補助金代わりの端末割引がない代わりに通信料

金の２５％引きで入る人は、補助金、端末の割引は今まではなしだった。だけど、今後

は通信料金割引で入ってくるお客さんも、端末を追加割引してもらうことも可能という

ことで、ここでも端末の割引率が上がる仕組みをこういうふうにつくったんですね。 

 次、お願いします。 

 これがキャリア支援金後、本当はもうやらなくていいんですけれども、今、キャリア

のホームページがどうなっているかということで、一応、各端末の割引基準、水準みた
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いな参考の形でキャリアがこんな形で載せているという資料です。 

 次、お願いします。 

 そして、この法律をやめてみてどうなったかというと、効果、割引、そんなに拡大し

ていないんじゃないかというのが韓国の業界と今の政府の見方です。棒グラフだけ見て

みると、キャリア３社の通信プラン、大体、似たような通信プラン、それから端末１１

機種を対象にした割引水準なんですけれども、割引額、一見増えているようには見える

んですけど、新しい端末が出るタイミングなどなども考えると、そんなに法廃止したか

らといって割引が拡大されたという実感がないという評価に今なっております。 

 次、お願いします。 

 さらに大事な指標として、ＭＮＰ状況を見ると、左側は各年ごとの２０年近くぐらい

のＭＮＰ状況なんですけど、端末流通法施行前は人口５,０００万人の韓国で約１,００

０万人以上がＭＮＰをしてきた、すごいＭＮＰは活性化された市場だったんですね。と

ころが、この法律を入れたら、ＭＮＰが不活性化した。この法律が廃止されてからどう

か。廃止が目に見えてきた頃から、ＭＮＰ、ちょっとずつ増えてはきているんですけど、

今年、去年よりは増えているんじゃないかという見方もできるんですけど、実は中身が

問題ですね。このグラフの伸びだけでははかれないことがありまして、右側の今年の１

か月ごとのＭＮＰの動きを見ていただきますと、通信事業者の大きなハッキング事故が

あって、それで事故のあったキャリアから顧客が大量流出して、一時的にＭＮＰが活性

化したという要素が実は大きかったので、決してこれは端末流通法という規制をやめた

からではないよねという見方がされています。 

 次、お願いいたします。 

 これはどんな事故だったかという御参考です。 

 次、お願いします。 

 そして、規制をやめてみた韓国、課題が残っています。まず、１つ目、規制をやめて

みたけれども、結局、じゃあ、何が消費者間の不公平なのかとか、そういう基準、今、

ガイドラインもまだ制定していない状態なので、はっきりした合理的な判断基準がなく

なっちゃっている状態なんですね。それから、２つ目、規制をやめて４か月たったんで

すけれど、今のところ、まだ消費者の体感度が大変乏しいと言われています。そして、

３つ目、キャリアはもう補助金競争になかなか入ってきてくれない。ＡＩにお金を使い

たいので、補助金競争は何かもうキャリアは来づらくなってきたところに大型ハッキン
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グ事故が相次いだので、このままだと、キャリアの補助金競争、黙っているだけではな

かなか活性化しないんじゃないかというジレンマに陥っています。そのため、韓国の政

府も、これではせっかく規制緩和したのに効果がない、じゃあ、どうしたら消費者の体

感度が増すかということを今考えるために、政府の有識者会議が立ち上がって、できれ

ば１２月末までに一旦、総合対策の素案をつくろうとしているところで、今、頭を悩ま

せているようです。 

 駆け足でしたが、現状の御報告を終わらせていただきます。 

【大橋主任】 三澤委員、ありがとうございました。後ほど意見交換のときに御質問ある

かもしれませんが、そのとき、よろしくお願いいたします。 

【大橋主任】 それでは、以降は意見交換の時間とさせていただければと思います。 

 本日、初回ですので、委員の皆さん全員に御発言いただければと思っています。御発

言の際、冒頭、自己紹介を手短におっしゃっていただけるとありがたいなというふうに

思います。私のほうから指名はいたしませんので、ぜひ御準備よろしければ、チャット

欄にて御発言の意思をお知らせいただければ指名をさせていただきます。いかがでしょ

うか。 

 それでは、宮田委員、お願いいたします。 

【宮田専門委員】 東京科学大学の宮田と申します。総務省の会議で近いところだと、市

場検証委員会のほうでもいつも大変お世話になっております。専門は、インターネット

における通信のトラフィックの解析や通信品質の制御に関する研究で、工学の立場から

通信ネットワークをいつも見ております。 

 今回の会議の名称は、利用者視点を踏まえたモバイル市場の検証とありましたので、

利用者の方々が実際にどうつながっているのかな、どんな通信品質で使えているのかな

という観点も料金と並んで重要な要素かなというふうに考えております。バックグラウ

ンドが工学系ということで、今回のこの会議の経済的な視点とは少し異なるのですが、

利用者視点という共通の軸の下で、これからの議論を通じていろいろ勉強していきたい

と思っていますので、これからどうぞよろしくお願いいたします。 

 これを踏まえまして、通信品質と利用者視点の関係について、コメントと質問を２点

ほどしたいと思っております。 

 まず、１点目は、最初の事務局からの御説明に関してです。説明に関して、料金水準

や端末の在り方など、様々な観点が整理できていて、大変理解が深まりました。一方で、
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利用者の立場から、実際の利用の場面で十分につながっているかなとか、混雑を含めて

どんな品質で利用できているかという通信品質も利用者視点の大事な要素かなというふ

うに思っております。説明にありました第２７条の３の運用の見直しを検討するに当た

って、こうした通信品質のネットワーク投資の状況というものを、指標化、具体化して

いく中でどのような形で位置づけていけそうか、事務局のお考えをお聞かせいただける

と幸いです。 

 ２点目は、三澤委員からの御発表に関してです。大変分かりやすい説明で、大変勉強

になりました。ありがとうございました。 

 今回、初めて韓国のモバイル市場の事例を紹介いただいたんですけれども、この韓国

の見直しに関して、結果的に利用者の通信品質やネットワーク投資に影響を与えたのか

どうかというところがもしお分かりになるようでしたら、分かる範囲で教えていただけ

ればうれしいかなと思います。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

【大橋主任】 ありがとうございます。 

 御質問については、ある程度、委員の皆様方の御発言をまとめてから御回答させてい

ただくようにしますので、続きまして、西村委員、お願いいたします。 

【西村（暢）専門委員】 中央大学の西村と申します。大学においては、独占禁止法、そ

れから電気通信産業を含めました、いわゆる規制産業の法規制枠組み、これらに関する

研究教育を行っております。本日の資料にもございました競争ルールの検証に関するワ

ーキングの初期より参加させていただきまして、引き続き、法律の観点から丁寧に取り

組んでいければなと考えております。 

 その上で、３点、コメントをさせていただければと思います。 

 まず、１点目でございます。事務局資料１－４の右肩１ページ、それから３ページ、

「目的に見合った必要最小限のもの」に見直していくべきではないかという問い、それ

から顕在化している課題への対応策の検討、いずれも重要で、丁寧かつ慎重に行うべき

というふうに考えております。今般、御提示されました顕在化している課題の一例とし

ての短期解約についても、資料の御説明のとおり、本当に影響が様々でありまして、短

期解約それ自体の法的位置づけというのも確認が必要ではないかなと感じた次第です。

その際、そもそも事業法が守るべきものとは何かという法の目的の再確認、そして現行

法の文言から出発して、課題とされる短期解約を考える必要があろうかなと思っており
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ます。 

 この観点で、事務局に確認をお願いできればと思います。この短期解約について、一

方で、２７条の３の事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益提供とどう

いう関係性があるのか、法令違反行為そのものなのか、当該行為そのものではないけれ

ども、法令上不当な行為により生じる行為なのか、電気通信事業法上、現時点での法的

評価についてお教えいただければと思います。 

 また、他方で、電気通信事業法１２１条で、認定電気通信事業者の提供義務との関係

で、短期解約という利用者の行為だけを理由にしまして当該利用者に対して役務提供拒

否というのはできないと思うんですが、事業者レベルで契約解除料を設定しているかと

思います。この対応措置というのが法律上の正当な理由に合致するという点の理解につ

いても確認をお願いできればと思っております。 

 ２点目でございますが、これはヒアリング項目についてでございます。ちょっと細か

くて恐縮なんですけれども、関係者ヒアリングといった場合の関係者はどこまで想定さ

れておられるのかということと、それからヒアリング項目の１番目の（１）と（２）は

かなり重複しているのかなというふうに捉えられますので、少しここら辺を整理してい

ただく必要があるのかなと思っております。また、事業者様におかれては、２のほうで

すけれども、課題に言及される際、なぜ課題と捉えているのか、事業法の目的との関係

についても併せて御説明をお願いできればなと思っております。 

 最後、３点目で、三澤委員からの御説明、プレゼンテーション、非常によく分かりま

した。ありがとうございます。 

 １点だけお教えいただければと思います。韓国の端末流通法に関係する具体的運用の

ためのガイドラインというのが存在していたのかどうか、その事業者のガイドラインに

対する対応等、もし情報を持っておられましたらお教えいただければ幸いでございます。

また同時に、端末流通法が動いていたときに、法令違反行為の数とか、行政がどのよう

な対応を取ってきたのかという実態も、後日でも結構でございますので、お教えいただ

ければと思っております。 

 長くなって恐縮です。以上でございます。 

【大橋主任】 ありがとうございます。 

 続きまして、北委員、お願いいたします。 

【北専門委員】 野村総研の北でございます。私、情報通信関連領域の調査、コンサルテ
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ィングに携わりまして今年で３６年目、総務省におけるモバイル市場の健全化、適正化

につきまして、先ほど事務局資料の年表にもありましたけど、２００５年から有識者と

して切れ目なく関わってきております。 

 ２００５年からこの２０年、モグラたたき的に規制を打ち込んできた結果が今のガラ

パゴス的な規制環境でありまして、今回、それを最小化できないかという議論が行われ

ること、大変有意義なことだと思っています。ただ、日本のモバイル市場は、韓国を除

けば、世界的に見て非常に特殊であります。世界から見れば、日本と韓国は異常だとい

うことなんですね。特に日本では、キャリア間でユーザーへの利益提供の還元競争がど

んどん過熱して、それによって利益を得ようとするやから、反社が群がって、金が流出

するという事態となり、それを止めるために緊急対策として規制を行うということを何

度も繰り返してきたんですね。今現在もＳＩＭのみ新規キャッシュバック２万円による

ボードイン競争が続いておりまして、手配師が暗躍し、ＭＮＰ件数が爆増しています。

昨年のＭＮＰ件数は初めて１,０００万件を超えましたけど、本年度はその１.２倍ぐら

いのペースで増えているようです。 

 じゃあ、その１,０００万件のうち、真水のＭＮＰって果たしてどのくらいなのかと。

真水のＭＮＰというのは、これまで私、競争ルールとかの会合で何度も申し上げてきた

ことなんですけれども、例えば自分が今使っているキャリアよりも他社のほうがネット

ワーク品質がいいからとか、魅力的なサービスがあるからとか、キャリア経済圏が魅力

的だからといった理由でキャリアスイッチするんだというのが真水のＭＮＰであって、

例えば端末の電池がへたってきたんで、ＭＮＰして端末買ったほうが安く買えるからＭ

ＮＰする、あるいはショッピングモールとか商店街を歩いていたら、まだ２万円もらっ

てないですかって声をかけられて、じゃあ、２万円もらえるならＭＮＰしようと。あと、

家電量販店で洗濯機買ったら、はっぴを着たスタッフから、今、ＭＮＰすれば、量販店

ポイント２万点差し上げますよって声をかけられたのでＭＮＰするとか、こういったＭ

ＮＰは健全なＭＮＰとは言えないんじゃないかと思うんですね。 

 第２回か第３回の会合でぜひプレゼンしたいと考えているんですが、米、独、仏、あ

と韓国でも、例えば最新のｉＰｈｏｎｅがほぼゼロ円で買えるんですね。ただ、誰でも

ゼロ円になるわけじゃなくて、アンリミテッドプランなどの上位の料金プランを契約し

て、かつ端末を割賦で購入することなどを条件に、月々の支払い料金から分割して値引

きが行われて、途中で解約をしたり、下の料金プランに移行したら、高額な違約金が課
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されるというものになっているんです。つまり、キャッシュバックとか安売りされた端

末を転売してもうけるということができにくい仕組みになっているんですね。そこが日

本とほかの国の大きな違いで、要は日本のキャリアはわきが甘いということなんですよ。 

 キャリア間競争はいいことですけど、それが間違った方向に行かないようにすること

は行政の役割だと思うんですね。今回、規制の最小化を目指すという方向性は正しいと

思いますが、日本市場の特殊性を鑑みれば、強化すべき点は強化するという是々非々の

対応が求められるんじゃないかと考えております。今後、かんかんがくがくの議論が行

われることを期待しております。 

 先ほどの三澤さんのプレゼンの補足なんですが、端末流通法が廃止された後、韓国を

訪問して、キャリアショップ、家電量販店、併売店を視察してまいりました。その結果、

キャリアの直営ショップでは端末の販売価格はオンライン販売の価格とほぼ同じですし、

端末補助金は廃止前と変わりませんでしたけど、代理店が運営するショップとか家電量

販店は値引き額が大幅に増加していましたし、併売店では幾つかの条件付ではあります

が、ｉＰｈｏｎｅ１７、あるいはＧａｌａｘｙＳ２５の２５０ギガバイトがゼロウォン

で売られておりました。２０１３年の端末流通法導入は、詳しい人だけが安く買えると

いうユーザー間の不公平性の是正、これを透明化しようという大きな目的であったわけ

ですが、廃止後、早速見てみると、元の不透明な状態に戻っておりました。韓国国民の

中で家電量販店とか併売店で買う人の割合がどれくらいなのか、ちょっと私、分からな

いんですが、詳しい人は安く買えるという状況に戻ったということは言えるのではない

かと思います。 

 すみません、長くなりましたが、以上でございます。 

【大橋主任】 ありがとうございます。 

 続きまして、全相協の西村委員、お願いできますでしょうか。 

【西村（真）委員】 全国消費生活相談員協会の西村と申します。名前のとおり、全国の

自治体の消費生活相談の窓口で相談員として勤務している者の団体でございます。 

 先ほどのプレゼンにもございましたように、消費生活相談の中で通信関連のサービス

というのはかなり上位のほうに入っておりまして、様々な相談が寄せられていることと、

高齢者などの情報弱者だけが相談に来ているというよりは、皆さんやはり通信サービス

のことは何となくあまりよく分かってないけれども、取りあえず使っているというよう

な状況にある方が圧倒的に多いのではないのかなと思います。端末を買うとかプランを
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変更するみたいなのも、みんな恐る恐るやっているような実感は私を含めてあります。 

 あと、通信サービス、割り引いてもらって買うのが当たり前というのが前々からちょ

っと疑問には思っていました。先ほどの韓国の例で、何となく値引きする体力がなくな

ってきたのかなみたいなイメージを持ちましたが、北さんの説明によると、いやいや、

そうでもなくて、代理店の値引きはまた増えているということなので、本当にちょっと

難しいなと思っています。シンプルな契約がいいなと思いますが、日本国内ではいろん

なサービスとのセット割という形で売られて、単純比較がとても難しいような状況にあ

りますし、ちょっと悩ましいなというようなことを思っているところです。 

 質問として一つさせていただきたいのは、三澤委員の１２ページのスライドのところ

で、首都圏と非首都圏での地域差は法廃止後に減少傾向とあるのが少し意外に感じまし

た。何となく一極集中で首都圏で暴騰するような傾向があるのではないのかなと予想し

ましたが、何かこの辺の要因があるんであれば教えていただきたいと思いました。 

 以上です。 

【大橋主任】 ありがとうございます。 

 続きまして、ＤＢＪの宮川委員、お願いいたします。 

【宮川専門委員】 ＤＢＪの宮川でございます。御説明のほう、どうもありがとうござい

ました。 

 私、ＤＢＪで産業調査部長をしておりまして、私どもの産業調査部では、いろいろ各

業種に関しての技術の動向などの調査といったところもしているんですけれども、併せ

て全産業向けに毎年、設備投資計画調査などもしておりまして、そういった観点で情報

通信業がほかの業種と比べて設備投資を適切な水準でできているのかといったところな

ども見させていただいております。 

 今回の会議の目的になっております、まず、利用者にとって適切な価格、あるいはサ

ービスが提供されているのかといったところは、もちろん、重要な課題だと思っている

んですけれども、同時に情報通信業の事業者さんが適切な料金設定の下で、その資金か

ら設備投資を適切に行った上で、非常に質の高い通信環境を提供するということは、そ

うした通信環境を前提にビジネスを行っているほかの業種にとっても非常に大事なこと

だと思いますので、そういう観点でも、ぜひ議論に何か貢献できたらなというふうに思

っております。 

 １点、本日御説明いただいた中から質問といいますか、ちょっとコメントに近いとこ
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ろになってしまうかもしれないんですけれども、顕在化している課題への対応策という

ところで、資料１－４で御案内いただいているところで、例えば３ページ目で、短期解

約について、当事者が自主的な対策を講じることはできないのかといったような課題感

も提示していただいているんですけれども、当事者になっている通信事業者さんが一体、

現在どういったモチベーションを持って顧客の獲得を考えているかというところを少し

広く考える必要もあるのかなというふうに思っております。というのは、もちろん、通

信、通話のところからの料金収入といったところはあると思うんですけれども、今、い

ろいろ事業者さん、顧客から獲得したデータを使って、ほかの分野へのビジネスに乗り

出したりというところもあると思いますので、そうしたデータを獲得するためのコスト

という観点も入っている上での顧客の獲得という視点がどれぐらいあるのかとか、そう

いったところもヒアリングの中で論点になるのかもしれませんけれども、うまく引き出

せていけたらなというふうに思いました。 

 以上でございます。 

【大橋主任】 ありがとうございます。 

 それでは、横田委員、お願いします。 

【横田専門委員】 ＭＭ総研、横田と申します。今日は皆さん、ありがとうございます。 

 ＭＭ総研は、ＩＴ業界をメインに市場調査、分析、マーケティング及び市場動向のメ

ディア発表などを行っている会社でございます。私はその中でも通信業界を専門として

おりまして、アナリスト的な立場で業界動向の解説などをメディアなどに向かって行っ

ております。私自身は検証委員会等の参加は、ほかの先生方と比べると、まだまだ全然

経験不足ですので、いろいろと勉強させていただきながら、私なりの新しい視点とかア

イデア等を御提供できれば幸いかなと思っております。 

 今日のお話の中で、電気通信事業法第２７条の３に関して、関係者ヒアリングなどを

行っていくというところで、目的は４つあって、そのうちの目的①と②の部分は大分達

成できているのかなと思っております。ただ、③の利用者間の不公平感みたいなところ

は、満遍なく全ての人に公平な契約などはできないのでなかなか難しい課題なのかなと

思っておりますが、それでもやっぱり一部のリテラシーの高い方がよりプランをホッピ

ングすることで優遇されて端末を安く買えるようになっていたりとか、そういったとこ

ろの差みたいなところは是正されていくべきだなとは感じております。 

 あとは、目的の④の通信料金の高止まりの解消というところは、先ほどグラフにもあ
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ったように、通信料金、大分下がってきておりますので、逆に他国と比べても日本の通

信料金自体はかなり安い部類に入ってきている傾向もありますので、ちょっとこの辺の

見直しなども、高止まりではなく、ちょっと料金を納得いくレベルで上げられる、例え

ばイギリスとか欧州の国によっては、毎年、消費者物価指数の上がり下がりを参考にし

て、携帯料金を上げたり下げたりということをやっておりますので、そういった傾向を

踏まえつつ、日本なりのやり方につなげていければなと思っております。 

 あとは、先ほど三澤委員からいろいろな韓国の状況をお聞きしまして、すごく参考に

なりました。ありがとうございます。その中で、ちらっと韓国のキャリアはもう顧客の

奪い合いではなくてＡＩのほうに投資しているというお話がありまして、日本の通信事

業者も、何て言うんですかね、見せかけの契約者数をＭＮＰ合戦で取り合って、そこに

お金も使って、ユーザーのためにもならないし、キャリアのためにもならないしという

状況、要するにちょっと不毛な市場環境になってきているのかなと私は思っておりまし

て、こういったところをうまく是正して、キャリアが将来的にＡＩとかに投資をして、

それがまたユーザーのユーザビリティーとかそういったところにつながって、キャリア

側もユーザー側も幸せになるような市場に導いていければなと感じております。 

 皆さんと同じだと思うんですけれども、通信業界をよりよい方向に向けたいという思

いは一緒だと思いますので、ぜひ今後とも議論を重ねて、よりよい市場をつくれるよう

に努力したいと思います。よろしくお願いします。 

【大橋主任】 ありがとうございました。 

 一通り御発言いただいたんですが、最後に三澤委員も本委員会の委員でもございます

ので、差し支えなければ、まず、皆さんの御質問も一部あったと思いますので、よろし

ければ御質問にお答えいただきつつ、御自身の御意見もいただきつつ、御発言いただけ

ますでしょうか。 

【三澤専門委員】 三澤です。では、幾つか御質問いただきましたので、お答えしたいと

思います。 

 まず、最初、宮田先生から通信品質の担保、それからキャリアのネットワーク投資は

影響なかったのかということですね。実は、韓国でも通信品質、かなり気を配っている

国で、これは端末流通方法、端末割引規制の在り方とはちょっと別次元の問題となりま

すが、把握しているので御説明いたします。 

 韓国、５Ｇにかなり並々ならぬ意欲を最初はかけていて、そして５Ｇは世界最高品質
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をうたっておりましたので、それで実は日本とは違って、総務省に当たる政府が毎年ベ

ースで、かなり５Ｇの細かい通信品質調査をやって、成績表を出して、それでいろいろ

な屋内、屋外に分けて、つながりの悪いところなど、きっちりと成績表を出して、キャ

リアにここに投資すべきというのを国民にも結果を出して、キャリアの投資を誘導する

みたいな、そうした政府による通信品質調査というのが行われていて、かなり速度に気

を遣う国なんですね。ところが、最近、韓国のキャリア、ＡＩに向かって、５Ｇという

言葉は全く使わなくなっちゃって、５Ｇではもう差別化されたサービスは難しいという

ので諦めモードで、ネットワーク投資しなくなっちゃったんですよ。昨年、韓国では、

一応、政府とキャリアがお約束した５Ｇの全国インフラネットワーク整備の段階計画と

いうのがあって、それはきっちりと守って、一応、５Ｇのネットワークはちゃんと整備

はした、その後が進まなくなっちゃったんですね。特にどこが一番違うかというと、キ

ャリア、韓国は３社あるんですけれど、今、５ＧのＳＡに転換しても、差別化されたサ

ービスはビジネスモデルがないので、急いでもしようがないという考えにキャリアがな

っているんですね。ところが、政府はＳＡにも投資させたい、そこでどうしましょうと

いうのがジレンマだったんですけど、つい最近、キャリアに来年、今まで使っていた３

ＧとかＬＴＥの周波数を再割当てする際に、５ＧＳＡを導入することを義務化、その上

でＳＡを導入した場合としない場合の周波数の再割当て料金にすごく差をつけた。それ

から、５Ｇの屋内、やっぱりつながりづらいところも多いので、ＳＡの義務化と同時に、

ＳＡで、かつ屋内の５Ｇの基地局整備も義務づけたということで、周波数の再割当てを

ネットワーク投資を促進する材料にしようとしています。 

 宮田先生、こんな形ですが、いかがでしょう。よろしかったでしょうか。 

【宮田専門委員】 ありがとうございます。大変勉強になりました。 

【三澤専門委員】 今後もまたよろしくお願いいたします。 

【宮田専門委員】 よろしくお願いします。 

【三澤専門委員】 次は、中央大の西村先生ですね。 

 端末流通法のガイドラインというのは存在しませんで、端末流通法、法律があって、

施行令がある。さらに、施行令の下に幾つも告示がございまして、これがガイドライン

の代わりで、結構きつい縛りのある告示が幾つもありましたが、今回、端末流通法とセ

ットで、その告示も全部やめて、今、ガイドラインがなくなっちゃった状態、ガイドラ

インに相当するものがなくなったので、ガイドラインつくらないとやばいんじゃないか、
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特に消費者の不利益になるようなことがあっちゃいけないので、ガイドラインが必要と

いう声がもともと法の廃止前から多かったんですね。そのために、韓国政府はその後の

措置、ガイドラインの制定等も含めて、今、法の廃止後どうするかというのを一生懸命

悩んで、向こうも有識者会議をしているそうです。 

 それから、西村先生からいただきました２つ目の御質問で、今までの法の違反行為の

実態等を政府がどういうふうに把握しているか状況が分かればということでしたね。こ

れにつきましては、政府の覆面調査とか、キャリアと一緒にいろいろと市場監視チーム

を設けていたそうですが、実はこの政府による違反行為の抜き打ち調査みたいなものが

あり、法の廃止が見えてくると、実は政府も監視、抜き打ち調査とかはしていなかった

とか、結構、時期によってかなりしたりしなかったりというのがあったようです。それ

で時々、政府のホームページのお知らせで、キャリアやショップの違反行為で罰金どれ

だけ取ったというのがかなり昔の法律が始まった当初はちょこちょこ出ていましたけれ

ども、これをちょっと全部どんな状況かというふうに政府が発表しているのを見たこと

がないので、もし全体状況が分かる資料が今後あれば御紹介いたしますが、多分、全体

状況を把握していないんじゃないかと思います。 

 それから、３つ目ですね。次はもう一人の西村先生ですね。端末流通法廃止後、首都

と地域で割引の格差が思ったよりも縮まったということです。これは、まだあんまり詳

しい話が出ていないんですけれども、その前はやっぱり首都のほうがショップがたくさ

んあるので、今までも法律を超えて、特に併売店だったんですけれども、知っている人

はここに行くと安いという違法状態、併売店のあるところがあるので、そういうところ

に行くと安く買えるので、結果として首都圏で買うほうが端末割引率が高くて、地方の

ほうがなかなかショップが少ないということもあって、高めで買わされていたというよ

うな現象があったそうなんですね。ところが、蓋を開けてみて、政府で端末流通法を廃

止してからしばらくしてから、いろいろなショップを政府が覆面調査で回って出したの

が今、出していただいている１２ページのグラフの結果なんですね。この調査をしたと

ころによると、意外と端末流通法廃止後のほうが地方での割引率が首都圏と差がなかっ

た。これが何を意味しているのかというのはこれからまたしばらく見てみないと分から

ないんですけど、首都圏でそれほどあんまり割り引かなくなったのか、それとも地方で

の割引が意外と前よりも進んだのか、ちょっとどっちかは分からないんですけど、取り

あえず、意外と首都圏と非首都圏の割引率の格差がなくなったというのは、今のところ、
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事実のようです。 

 こんな感じですが、よろしいでしょうか。 

【西村（真）委員】 ありがとうございます。 

【三澤専門委員】 三澤からは以上です。 

【大橋主任】 もし委員としてのコメントとか何かあればいただければと思ったんですけ

れども、いかがでしょうか。無理してというわけじゃないです。 

【三澤専門委員】 ありがとうございます。 

 今回から委員になりまして、ちょっと今、キャッチアップでなかなか大変なんですけ

れども、消費者の公平感の実感って難しいですよね。私も勉強させていただきながら、

いろいろと一緒に考えていければと思います。今日はこんな感じで。 

【大橋主任】 ありがとうございました。 

 私からも一言だけなんですが、今後、皆さんと事務局に示していただいた資料１－４

などを踏まえて議論していくんだと思うんですけれども、２つある論点のうちの１つ目、

データに基づく、指標と書いてありますけど、精神的な方向性としてはよく分かるとこ

ろではあるんですが、この目的の①から④というのが必ずしも定量化・指標化できるも

のなのかどうかというのは、多分、相当悩まなきゃいけないのかなというふうには思い

ます。他方で、規制の合理性とか、あるべき姿というのは、必ずしも指標に基づかなけ

れば議論できないわけでもないので、ここの辺り、あんまり間口を狭くしなくても議論

はしていけるのかなとも思いますので、そういうところも含めて、間口は広く議論の射

程は捉えられるといいのかなというふうに思いました。 

 以上でございまして、各委員から様々御指摘いただいて、それらの指摘は今後、議論

の中に反映されていくとは思うんですけれども、もし事務局のほうから現時点で何かコ

メント等あればいただけますでしょうか。 

【笹川料金サービス課課長補佐】 事務局でございます。 

 御質問いただいた点にお答えいたします。まず、宮田委員から通信品質とネットワー

クの投資の状況を指標にどう位置づけるかという御質問だったかと思います。ネットワ

ークとか通信品質についてのデータを見ることは重要であろうと考えておりますが、た

だ、どう指標に位置づけるか等は、委員の先生方にぜひ御意見いただきたいと考えてお

ります。 

 一つ、アイデアベースでは、通信料金の水準とネットワーク投資・通信品質を併せて
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どう考えていくべきかという点でして、例えば通信料金の水準が下がって、通信料収入

が下がると、それはネットワーク投資に影響が出るといった意見もあれば、そこは関係

ないという意見もあったりして、どう考えるかという点。あるいは、総務省において国

際料金比較の調査を実施し、各国の一番安い料金で比較しているところですが、料金さ

え安ければいいのかという点があって、例えば通信品質も加味して比較をすることがで

きるのかという点があります。ぜひ委員の先生に御知見あればコメントいただきたいな

と思っているところです。 

 お答えになっておりますでしょうか。 

【宮田専門委員】 ありがとうございます。 

【笹川料金サービス課課長補佐】 ありがとうございます。 

 あと、西村暢史委員からの御質問について、まず２つ目と３つ目の質問から、関係者

ヒアリングにおいて関係者はどこまで想定していますかという御質問でした。これは２

７条の３の規律対象事業者だけでなく、ＭＶＮＯや端末関係者にも広くヒアリングをす

る予定です。業界団体だけでなく、個社も含め、希望者には広く意見を聞いていきたい

と考えております。 

 関係者ヒアリング項目の１（１）と１（２）が重複しているのではないかという点は、

御指摘を踏まえて整理ができるか検討したいと思っております。 

 １番目の御質問の確認ですけれども、短期解約について、電気通信事業法上、利益提

供や違約金を設けるということが問題ないのか、そのような御質問でよろしかったでし

ょうか。 

【西村（暢）専門委員】 確認をありがとうございます。 

 この質問の趣旨というのがそもそも短期解約を課題として捉えるときに、法律上、電気

通信事業法上、どのような整理になっているかということの御教示をいただければという

ふうに考えておりました。つまり、２７条の３で、そもそもこれは違反となる行為なのか、

そうでないとするならば、この短期解約を法律上、どのように我々は考えるべきなのかと

いうことをお伺いできればと思っておりました。 

 趣旨として以上でございますが、これでよろしいでしょうか。 

【飯嶋料金サービス課長】 西村先生、ありがとうございます。 

 短期解約自体は利用者の解約になりますので、２７条の３自体は事業者と販売代理店と

を規制するもので、短期解約自体を規制することにはならないものでございますけれども、
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短期解約の原因となる利益提供についてどう考えるか、それが事業者間の適正な競争を阻

害するものかどうかということの御質問かと思いましたが、その観点から言いますと、現

行制度は説明の中でありましたように、上限２万円の範囲であれば違反せず、事業者間の

適正な競争を阻害するおそれがある利益提供に該当しないと認められるものということに

なっているところでございます。その範囲で利益提供を受けた利用者がホッピングをする

ことについては、利用者の契約の自由というところになるかと思っております。 

 次に御質問いただきました認定電気通信事業者の役務提供義務との契約解除料の関係で

すが、役務提供自体を拒否するとなりますと、それは役務提供義務違反になると思います

けれども、契約解除料を設定することに関しましては、現行規制の範囲内、２７条の３の

適用を受ける指定事業者であれは１,０００円以内、消費者保護ガイドラインに基づく一

般の事業者であれば通信料金の１か月以内というルールの中で、契約解除料を設定するこ

と自体は役務提供義務違反には該当しないと理解しております。 

 お答えになっておりますでしょうか。 

【西村（暢）専門委員】 よく分かりました。短期解約自体は利用者の行為でございます

ので、それはもちろん、２７条の３とは別途ということでございますけれども、やはり

短期解約やそれ以外の商慣行、これらが生じさせる踏み台やホッピング行為、課題とさ

れる個々の論点に対する規制の在り方、これを考える場合に、やはり事業法上、何を問

題視しているのか、それがどのような法的利益を侵害しているのかを明確化させる必要

があるかなと思って、それによって対応策も検討されるべきというふうに考えたので質

問させていただきました。今回、よく分かりました。ありがとうございます。 

 以上です。 

【飯嶋料金サービス課長】 ありがとうございます。 

 そういう意味では、説明にもありましたように、課題が何かというところをまずクリ

アにしていくのが大事と思っておりまして、その課題が事業法上、どういう問題なのか

ということを御指摘を踏まえて整理していきたいと考えております。 

【大橋主任】 ありがとうございました。 

 今後、さらに議論を深めていくための本日、第１回目ということでしたので、本日、

お時間も参ってきましたので、こちらのほうにさせていただきたいと思いますけれども、

事務局におかれては、本日、様々御指摘もいただきましたので、今後、御議論を進めて

いく上で、ぜひ検討を深めていただければというふうに思っています。 
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【大橋主任】 最後となりますけれども、今後のスケジュールについて、もし何かあれば

説明いただけますでしょうか。 

【笹川料金サービス課課長補佐】 事務局でございます。 

 次回の専門委員会は、１月１４日水曜日、１５時からオンラインで開催いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【大橋主任】 ありがとうございます。 

 それでは、本日は以上とさせていただきたいと思いますが、もし全体を通じて何か御

意見等あればいただければと思いますが、よろしゅうございますか。 

 それでは、本日、第１回の専門委員会のほう、終了とさせていただきます。 

 大変闊達な意見交換いただきまして、ありがとうございました。今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

以上 


